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ケアラー支援推進シンポジウムを開催します 

藤沢市中小企業融資制度のご案内/しおかぜ湘南 

令和 7年度の障がい者の雇用状況/障害者雇用納付金制度について 

ふじさわ元気バザールを開催します/３月は自殺対策強化月間です
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問い合わせ：地域福祉推進課 TEL：0466-50-3544 

誰もが尊重され安心して暮らせるまちをめざし、ケアラー支援の重要性と
具体的な支援のあり方を考えるシンポジウムを開催します。 
地域共生社会におけるケアラー支援のネットワーク構築をテーマとした基

調講演のほか、ケアラー支援に取り組む団体の実践例や元ケアラー当事者の
体験談を交えたパネルディスカッションを実施します。 

ケアラー支援の取り組み 
藤沢市では、「ケアをされる

人もする人も自分らしい生き

方ができる藤沢づくり条例」

を制定。藤沢市ケアラー支援

協議会の設置及び藤沢市ケア

ラー支援推進計画の策定を行

うとともに、相談窓口を設け

ています。 

ケアラーとは？ 
家族や友人、その他の身近

な人に対して、無償で介護、

看護、日常生活上のお世話な

どを行う方のことをケアラー

と言います。 

申し込みについて
詳しくはこちら

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html
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 藤沢市中小企業融資制度は、市内中小企業の振興と経営の安定を図るための制度です。 

 ４月１日から次のとおり貸付利率を見直します。融資の利用をご検討中の方は、（公財）湘南産業

振興財団または取扱金融機関へお早めにご相談ください。詳細は市のホームページへ。 

【問い合わせ】公益財団法人湘南産業振興財団 融資担当（TEL：０４６６-２１-３８１３） 

 受付時間：午前９時～午後４時３０分（正午～午後１時を除く／土日祝日除く） 

  

【問い合わせ】 
 湘南勤労者福祉サービスセンター（しおかぜ湘南）事務局 

 TEL:0466-50-3900 （営業時間 月～金 （祝日は除く） ８時３０分～１７時１５分） 

 ホームページ：https://shiokazeshonan.jp/ 

 

★今なら新規加入キャンペーンを実施中! 
 本年５月２０日までのお申し込みで 

 ２ヵ月間会費無料です! （※６ヵ月間の加入が条件) 

★主なサービス 
 ① 年３泊までの宿泊補助（１泊につき２,０００円） 

 ② 健康診断（２,０００円／年）や人間ドック（８,０００円～１１,０００円／年）の補助 

 ③ 結婚、出産、入学祝金等の慶弔や永年勤続の給付金制度 

 ④ 映画、温泉施設、グルメ、遊園地等のチケット割引購入 

 

 しおかぜ湘南は、藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市内の中小企業・個人事業主のための福利厚生サービスで

す。１人月額５００円の会費で、従業員の確保や定着化に繋がる充実したサービスをご提供します。 

１名（パート従業員も可）からでもご加入いただけます。 詳しくはホームページをご覧ください。 
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国は、毎年６月１日における身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の雇用状況を公表して

います。障がい者の法定雇用率は段階的に引き上げられ、令和８年７月から 2.7％になります。（従業

員数 37.5人以上の企業が対象） 

 雇用障がい者数は過去最多を更新しています。引き続き皆さまのご理解とご協力をお願いします。 
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※法律上短時間労働者１人を０．５人とカウントしています。 

【問い合わせ】神奈川労働局職業安定部職業対策課 TEL：０４５－６５０－２８０１ 

 

障害者雇用納付金制度は、障がい者を雇っていない企業が納付金を支払い、雇っている企業

に調整金等を支給する制度です。 

                             

 

 

                             

                             

                             

 

 

                          

                          

                          

 

 

                       

                       

                       

  
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 

詳しくはこちら 
https://www.jeed.go.jp/disability
/about_levy_grant_system.html 
 

■具体的には… 

■法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者 

１００人超の企業は、法定雇用障がい者数に不足す
る障がい者数に応じて１人につき月額５万円の障
害者雇用納付金が徴収されます。 

徴収 
未達成企業 

５万円 

■法定雇用率を達成している企業に対しては、調整金

（常用雇用労働者の総数が１００人超の企業で、１人

につき月額２万９千円）、報奨金（常用雇用労働者の

総数が１００人以下の企業で、１人当たり月額２万１千

円）を事業主の申請に基づき支給します。 

達成企業 

支給 
２万 ２万 
９千円 １千円 

https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html



